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デジタル・ガバメント閣僚会議

議 長 内閣総理大臣
副議長 内閣官房長官 デジタル改革担当大臣
構成員 議長及び副議長以外の国務大臣
内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ）

令和２年１２月２５日 閣議決定
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デジタル庁（仮称）設置の考え方

デジタル庁は、デジタル社会の形成に関する司
令塔として、強力な総合調整機能 （勧告権等）を
有する組織とする。

基本方針を策定するなどの企画立案や、国、地
方公共団体、準公共部門等の情報システムの統
括・監理を行うととともに、重要な システムについ
ては自ら整備する。これにより行政サービスを抜本
的に向上させる。

１．基本的考え方
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２．デジタル庁の業務

（１）国の情報システム
（２）地方共通のデジタル基盤
（３）マイナンバー
（４）民間のデジタル化支援・

準公共部門のデジタル化支援
（５）データ利活用
（６）サイバーセキュリティの実現
（７）デジタル人材の確保
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